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東京電力株式会社東通原子力発電所１・２号機新設に係る環境影響評価方法

書に対する勧告について

平成１２年８月２１日付けで届け出のあった東通原子力発電所１・２号機新設に係る環

境影響評価方法書（以下「方法書」という ）について、電気事業法第４６条の８第１項の。

規定に基づき審査した結果、環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の手法について

下記のとおり勧告する。

また、環境影響評価法第１０条第１項の規定に基づく青森県知事からの意見は、別紙の

とおりである。

記

提出のあった方法書を基に事業特性の把握、地域特性の把握を行った上で、環境影響評

価法第１０条第１項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、電気事業法第４６条の６

第２項の規定による届出に係る環境影響評価法第８条第１項の意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解に配意して審査した結果、環境の保全についての適正な配慮がなさ

れていることを確保するため、事業者においては、以下に示す事項を踏まえ、適切に環境

影響評価を実施されたい。

１．環境影響評価項目について

相当数の作業船などが長期間工事を実施することが想定されることから、作業船など

から排出されるばい煙による大気質への影響について、必要に応じその影響に係る項目

について選定し、調査、予測及び評価を行うこと。



２．調査、予測及び評価手法について

（１）対象事業実施区域には、ゴマシジミなど重要な種が生息・生育していることから、

工事の実施に伴う動植物や生態系に及ぼす一時的な影響について、必要に応じ調査、

予測及び評価を行うこと。

（２）対象事業実施区域周辺の海域は、サケ等の好漁場となっていることから、工事の実

施に伴う魚等の遊泳動物に及ぼす一時的な影響について、必要に応じ調査、予測及び

評価を行うこと。

（３）対象事業実施区域の前面海域における遊漁船等の利用状況を把握し、必要に応じ前

面海域からの景観について、調査、予測及び評価を行うこと。


